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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インストルメントパネルの主体をなし、エアバッグシュート挿通開口部が形成されたイ
ンパネフレームと、
　該インパネフレームの表側に車幅方向に延びるように配置され、車両前後両端に上記イ
ンパネフレームへの取付端末部を有し上記エアバッグシュート挿通開口部を覆う横長の樹
脂製中間表面パネルと、
　上記インパネフレームの表側に上記中間表面パネルの車両前後両端の取付端末部を覆う
ように配置された前側表面パネル及び後側表面パネルとを備え、
　上記中間表面パネルには、エアバッグドアが上記エアバッグシュート挿通開口部に対応
するように、かつ上記前側表面パネルの車両後端及び後側表面パネルの車両前端の各々に
接近するように破断予定部で矩形状に区画形成され、
　上記中間表面パネルの裏面には、シューティング口を有し内部にエアバッグ装置が収納
された枠体と、該枠体上端に上記シューティング口を覆うようにヒンジを介して一体に形
成されたフラップと、上記枠体上端に外側方に張り出すように一体に形成されたフランジ
とからなる樹脂製エアバッグシュートが、上記フラップをエアバッグドア裏面に溶着する
とともに、上記フランジをエアバッグドア外周りに溶着することで取り付けられ、
　上記中間表面パネルの前側表面パネル及び後側表面パネルへの接近箇所に対応する車両
前後両側の取付端末部は、上記インパネフレームに上記エアバッグシュートのフランジを
介在させて締結され、
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　上記前側表面パネルの前端及び後側表面パネルの後端は、上記インパネフレームに取り
付けられているとともに、上記前側表面パネルの後端及び後側表面パネルの前端は、上記
中間表面パネルに取り付けられていることを特徴とするエアバッグドア付インストルメン
トパネル。
【請求項２】
　請求項１に記載のエアバッグドア付インストルメントパネルにおいて、
　上記エアバッグシュートは、熱可塑性エラストマー材からなり、
　上記中間表面パネルの前側表面パネル及び後側表面パネルへの接近箇所に対応する車両
前後両側の取付端末部、エアバッグシュートのフランジ及びインパネフレームの各々の重
合箇所には、貫通孔が同軸状に形成され、これら三者は上記各貫通孔に挿通した締結具に
より締結され、
　上記中間表面パネル又はインパネフレームの重合箇所には、環状突起が貫通孔に連続す
るように一体に突設され、
　該環状突起は、上記フランジの貫通孔に嵌り込んで先端が上記インパネフレーム又は中
間表面パネルの貫通孔外周縁に当接していることを特徴とするエアバッグドア付インスト
ルメントパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両衝突時にエアバッグ装置の作動で開くエアバッグドアを有するインス
トルメントパネルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　エアバッグドア付インストルメントパネルとして、エアバッグシュートがインストルメ
ントパネル本体裏面に溶着され、該インストルメントパネル本体には、上記エアバッグシ
ュートのシューティング口に対応するように破断予定部が形成されるとともに、該破断予
定部でエアバッグドアが区画形成され、上記エアバッグシュートに収納されたエアバッグ
装置が車両衝突時に作動して上記破断予定部が破断することにより、上記エアバッグドア
が開くように構成されたインストルメントパネルが知られている（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　この特許文献１では、シューティング口を有する略矩形筒状の枠体と、該枠体上端に上
記シューティング口を覆うようにヒンジを介して一体に形成されたフラップと、上記枠体
上端に外側方に張り出すように一体に形成されたフランジとでエアバッグシュートを構成
し、上記フラップをエアバッグドア裏面に溶着するとともに、上記フランジをエアバッグ
ドア外周りに溶着することにより、エアバッグシュートをインストルメントパネル本体裏
面に取り付けている。
【特許文献１】特開２００６－７６５０９号公報（段落００４６欄、図６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、インストルメントパネルが、その主体をなすインパネフレームの表側に前側
表面パネル、中間表面パネル及び後側表面パネルの３枚の表面パネルが配置されて構成さ
れ、上記中間表面パネルにエアバッグドアが破断予定部で区画形成されている場合がある
。
【０００５】
　この場合、上記中間表面パネルが車両後方に湾曲しながら車幅方向に延びている等して
、上記エアバッグドアの一部が前側表面パネルの車両後端及び後側表面パネルの車両前端
の各々に接近していると、当該接近箇所ではエアバッグシュートのフランジが短くなって
中間表面パネルに対するフランジの溶着面積を十分に確保することができず、エアバッグ
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シュートの取付強度が低下することになる。
【０００６】
　この発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、エアバッ
グシュートのフランジの溶着面積が十分に確保できない場合であっても、エアバッグシュ
ートを中間表面パネルに強固に固定するようにしたことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、この発明は、エアバッグシュートのフランジの溶着不足を
他の固定手段で補うようにしたことを特徴とし、具体的には、次のような解決手段を講じ
た。
【０００８】
　すなわち、請求項１に記載の発明は、インストルメントパネルの主体をなし、エアバッ
グシュート挿通開口部が形成されたインパネフレームと、該インパネフレームの表側に車
幅方向に延びるように配置され、車両前後両端に上記インパネフレームへの取付端末部を
有し上記エアバッグシュート挿通開口部を覆う横長の樹脂製中間表面パネルと、上記イン
パネフレームの表側に上記中間表面パネルの車両前後両端の取付端末部を覆うように配置
された前側表面パネル及び後側表面パネルとを備え、上記中間表面パネルには、エアバッ
グドアが上記エアバッグシュート挿通開口部に対応するように、かつ上記前側表面パネル
の車両後端及び後側表面パネルの車両前端の各々に接近するように破断予定部で矩形状に
区画形成され、上記中間表面パネルの裏面には、シューティング口を有し内部にエアバッ
グ装置が収納された枠体と、該枠体上端に上記シューティング口を覆うようにヒンジを介
して一体に形成されたフラップと、上記枠体上端に外側方に張り出すように一体に形成さ
れたフランジとからなる樹脂製エアバッグシュートが、上記フラップをエアバッグドア裏
面に溶着するとともに、上記フランジをエアバッグドア外周りに溶着することで取り付け
られ、上記中間表面パネルの前側表面パネル及び後側表面パネルへの接近箇所に対応する
車両前後両側の取付端末部は、上記インパネフレームに上記エアバッグシュートのフラン
ジを介在させて締結され、上記前側表面パネルの前端及び後側表面パネルの後端は、上記
インパネフレームに取り付けられているとともに、上記前側表面パネルの後端及び後側表
面パネルの前端は、上記中間表面パネルに取り付けられていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、上記エアバッグシュートは
、熱可塑性エラストマー材からなり、上記中間表面パネルの前側表面パネル及び後側表面
パネルへの接近箇所に対応する車両前後両側の取付端末部、エアバッグシュートのフラン
ジ及びインパネフレームの各々の重合箇所には、貫通孔が同軸状に形成され、これら三者
は上記各貫通孔に挿通した締結具により締結され、上記中間表面パネル又はインパネフレ
ームの重合箇所には、環状突起が貫通孔に連続するように一体に突設され、該環状突起は
、上記フランジの貫通孔に嵌り込んで先端が上記インパネフレーム又は中間表面パネルの
貫通孔外周縁に当接していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に係る発明によれば、中間表面パネルの前側表面パネル及び後側表面パネルへ
の接近箇所では、エアバッグシュートのフランジが短くて中間表面パネルに対するフラン
ジの溶着面積を十分に確保することができなくても、上記中間表面パネルの当該接近箇所
に対応する車両前後両側の取付端末部を、インパネフレームにエアバッグシュートのフラ
ンジを介在させて締結しているため、該フランジの溶着不足が上記締結により補完されて
エアバッグシュートが中間表面パネルに強固に固定され、その取付強度が向上する。また
、締結箇所を含む中間表面パネルの車両前後両端の取付端末部は、前側表面パネル及び後
側表面パネルで覆われているため、外部から見えず、外観見栄えを損なうことがない。
【００１１】
　請求項２に係る発明によれば、エアバッグドアが開くと、その開動作がエアバッグシュ
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ートのフランジに伝わって該フランジが引っ張られ、引張力が締結具に作用するが、締結
具の外周には環状突起があり、上記引張力は環状突起を介して締結具に作用する。つまり
、フランジの貫通孔は環状突起が挿入されていることから、環状突起がなくて締結具が直
接にフランジの貫通孔に挿通されている場合に比べて大径であり、したがって、貫通孔周
縁に作用する剪断力は、締結具がフランジの貫通孔に直接に挿通されている場合よりも小
さく、フランジの貫通孔からの破損が防止される。また、上記環状突起の先端がインパネ
フレーム又は中間表面パネルの貫通孔外周縁に当接しているため、締結具の締付力がフラ
ンジに過剰に作用せず、フランジのヘタリや締結具の経時的な緩みが防止される。さらに
、エアバッグシュートは、熱可塑性エラストマー材からなるため、その特性により靱性が
高く、フランジの貫通孔からの破損及びヘタリ防止効果や、締結具の経時的な緩み防止効
果が高まる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、この発明の実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１３】
　（実施形態１）
　図１、図２及び図５はこの発明の実施形態に係るエアバッグドア付インストルメントパ
ネル１の車両左側部分を示す。該インストルメントパネル１は、その主体をなす樹脂製イ
ンパネフレーム３を備え、該インパネフレーム３は、車幅方向に水平に延びてサイドボデ
ィに橋絡された金属製インパネレインフォースト５に支持され、このインパネフレーム３
には、エアバッグシュート挿通開口部７が矩形状に形成されている。上記インパネフレー
ム３の車両前後中程の表側には、横長の樹脂製中間表面パネル９が車両後方に湾曲しなが
ら車幅方向に延びるように配置され、上記エアバッグシュート挿通開口部７を覆っている
。また、上記中間表面パネル９は、車両前後両端に上記インパネフレーム３への取付端末
部１１が形成されている。
【００１４】
　また、上記インパネフレーム３の表側には、インストルメントパネル１の外観表面を構
成する樹脂製前側表面パネル１３が上記中間表面パネル９の車両前端の取付端末部１１を
覆うように配置されているとともに、同じくインストルメントパネル１の外観表面を構成
する樹脂製後側表面パネル１５が上記中間表面パネル９の車両後端の取付端末部１１を覆
うように配置され、車両左端において上記後側表面パネル１５後方に配設されたグローブ
ボックス１７周りには、表面パネルがなく上記インパネフレーム３が露出している。上記
インパネフレーム３、中間表面パネル９、前側表面パネル１３及び後側表面パネル１５は
共に、ポリプロピレン（ＰＰ）等の汎用樹脂材で成形されている。
【００１５】
　図１中、１９はメーター計器類であり、その上方をインパネフレーム３及び前側表面パ
ネル１３の一部で構成されたメーターフード２１が覆っている。図１及び図２中、１７ａ
はグローブボックス１７の収容部、１７ｂはグローブボックス１７のリッドであり、上記
収容部１７ａの開口側裏面には、図１に現れるように、係止爪２３が突設され、該係止爪
２３をインパネフレーム３に形成された係止孔２５に挿入係止させることで、グローブボ
ックス１７がインパネフレーム３に取り付けられている。
【００１６】
　上記中間表面パネル９の裏面には、Ｖ字状の溝部２７が上記エアバッグシュート挿通開
口部７に対応するように略日字形に形成され、該溝部２７に対応するパネル部分が薄肉に
形成されて破断予定部２９が矩形状に形成されている。そして、エアバッグドア３１が上
記エアバッグシュート挿通開口部７に対応するように上記破断予定部２９で矩形状に区画
形成されている。このエアバッグドア３１は、前側ドア部３１ａと後側ドア部３１ｂとが
車両前後方向に観音開きに開くようになっており、上記破断予定部２９が中間表面パネル
９表側から識別できない，いわゆるシームレスタイプに構成されている。このエアバッグ
ドア３１の一部（図５で右上コーナー寄りと左下コーナー寄り）は、中間表面パネル９が
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車両後方に湾曲しながら車幅方向に延びていることから、前側表面パネル１３の車両後端
及び後側表面パネル１５の車両前端の各々に接近している。
【００１７】
　上記中間表面パネル９の裏面には、上記インパネフレーム３等よりも靱性の高いサーモ
プラスチックオレフィン（ＴＰＯ）等に代表される熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）材か
らなる樹脂製エアバッグシュート３３が取り付けられている。該エアバッグシュート３３
は、矩形状のシューティング口３５を有し内部にエアバッグ装置３７が収納された矩形筒
状の枠体３９を備えている。該枠体３９上端には、２枚のバックアップ用のフラップ４１
がＨ字状の隙間をあけて上記シューティング口３５を覆うように車体前後のＵ字状のヒン
ジ４３を介して一体に形成されているとともに、上記枠体３９上端には、フランジ４５が
外側方に張り出すように一体に形成されている。また、上記枠体３９の前壁及び後壁には
、複数個の掛止孔３９ａが車幅方向に間隔をあけて形成されている。
【００１８】
　上記エアバッグ装置３７の底面には、第１ブラケット５１の一端が固定され、一方、上
記インパネレインフォースメント５には、第２ブラケット５３の一端が固定され、上記第
１ブラケット５１の他端と第２ブラケット５３の他端とをボルト５５及びナット５７によ
り締結することで、エアバッグ装置３７がインパネレインフォースト５に支持されて枠体
３９に収納されている。
【００１９】
　また、上記エアバッグ装置３７の車体前後両側には、複数個のフック４７が取り付けら
れ、これらフック４７は上記枠体３９の各掛止孔３９ａに挿入されている。そして、これ
らフック４７は、エアバッグ装置３７の作動時には掛止孔３９ａの下端に掛止してエアバ
ッグシュート３３が飛び出すのを防止するようになっている。
【００２０】
　上記フラップ４１及びフランジ４５の表面には、多数の溶着リブ５９が一体に突設され
、これら溶着リブ５９を介してフラップ４１をエアバッグドア３１裏面に振動溶着すると
ともに、フランジ４５をエアバッグドア３１外周りに振動溶着することにより、エアバッ
グシュート３３が中間表面パネル９裏側に取り付けられている。
【００２１】
　上記前側表面パネル１３及び後側表面パネル１５の各々の前後両端裏面には、図２に現
れるように、複数個の係止爪６０が突設されている。なお、図２では、係止爪６０は、前
側表面パネル１３の後端と後側表面パネル１５の前端に１個ずつ現れている。これら係止
爪６０を、中間表面パネル９の車両前後両側の取付端末部１１に形成された係止孔６２に
挿入係止されることで、上記前側表面パネル１３の前端及び後側表面パネル１５の後端が
上記インパネフレーム３に取り付けられているとともに、上記前側表面パネル１３の後端
及び後側表面パネル１５の前端が上記中間表面パネル９に取り付けられている。
【００２２】
　上記中間表面パネル９の前側表面パネル１３及び後側表面パネル１５への接近箇所（図
５で右上コーナー寄りと左下コーナー寄り）に対応する車両前後両側の取付端末部１１は
、上記インパネフレーム３に上記エアバッグシュート３３のフランジ４５を介在させて締
結されている。
【００２３】
　具体的には、当該取付端末部１１の重合箇所には、図３に拡大して示すように、円形貫
通孔６１が形成され、円形環状突起６３が上記取付端末部１１の重合箇所の裏面に上記貫
通孔６１に連続するように一体に突設されている。また、上記エアバッグシュート３３の
フランジ４５の重合箇所には、円形貫通孔６５が上記取付端末部１１の貫通孔６１よりも
大径に形成されている。さらに、上記インパネフレーム３の重合箇所には、矩形装着孔６
７が形成され、該装着孔６７にスプリングナット６９が装着されている。
【００２４】
　該スプリングナット６９は、図４に拡大して示すように、中央に円形貫通孔７１が形成
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された矩形平面部７３を備え、該平面部７３の長辺側両端縁には、一対の係合片部７５が
平面部７３裏側で互いに接近するように内向きに一体に対向突設され、該各係合片部７５
先端縁は折り返されて厚肉になっているとともに、該各係合片部７５中途部には、係止爪
７７が２個ずつ一体に外側方に突設されている。また、上記平面部７３の両短辺側には、
張出片７９が一体に外側方に突設されている。
【００２５】
　そして、上記スプリングナット６９を上記装着孔６７に挿入して上記張出片７９を装着
孔６７周辺の受棚（図示せず）に載せることで、スプリングナット６９を装着孔６７に装
着するようにしている。これにより、上記スプリングナット６９の貫通孔７１をインパネ
フレーム３の貫通孔としている。これら貫通孔６１，６５，７１は、上記取付端末部１１
、エアバッグシュート３３のフランジ４５及びインパネフレーム３を重合した状態で同軸
状に形成され、これら三者は上記各貫通孔６１，６５，７１に挿通した締結具としてのタ
ッピングスクリュー８１により締結されている。この締結状態で、上記環状突起６３は、
フランジ４５の貫通孔６５に嵌り込んで先端が上記インパネフレーム３（スプリングナッ
ト６９）の貫通孔７１外周縁に当接している。ここで、タッピングスクリュー８１の締付
力は、タッピングスクリュー８１のネジ部８１ａがスプリングナット６９の貫通孔７１周
縁に螺合することで得られる。また、タッピングスクリュー８１のネジ部８１ａが一対の
係合片部７５に係合して該両係合片部７５を互いに離れる方向に押しやることで各係止爪
７７がインパネフレーム３裏面の装着孔６７周縁に圧接し、スプリングナット６９を固定
するようになっている。
【００２６】
　上記のように構成されたインストルメントパネル１では、車両が衝突すると、エアバッ
グ装置３７のエアバッグがインフレータの作動によって膨出し、その膨出圧力でエアバッ
グドア３１及びフラップ４１が上方に押圧されて破断予定部２９が破断し、前側ドア部３
１ａ及び後側ドア部３１ｂがヒンジ４３を開作動支点として回動して車体前方及び後方に
上向きに観音開きに開くようになっている。
【００２７】
　このように、実施形態１では、中間表面パネル９の前側表面パネル１３及び後側表面パ
ネル１５への接近箇所（図５で右上コーナー寄りと左下コーナー寄り）に対応する車両前
後両側の取付端末部１１を、インパネフレーム３にエアバッグシュート３３のフランジ４
５を介在させて重合し、各々の重合箇所に同軸状に形成した貫通孔６１，６５，７１にタ
ッピングスクリュー８１を挿通してこれら三者を締結するようにした。
【００２８】
　したがって、中間表面パネル９の前側表面パネル１３及び後側表面パネル１５への接近
箇所（図４で右上コーナー寄りと左下コーナー寄り）では、エアバッグシュート３３のフ
ランジ４５が短く、中間表面パネル９に対するフランジ４５の溶着面積を十分に確保する
ことができないが、該フランジ４５の溶着不足を上記タッピングスクリュー８１による締
結により補完しているので、エアバッグシュート３３を中間表面パネル９に強固に固定し
てその取付強度を向上させることができる。
【００２９】
　さらに、実施形態１では、上記中間表面パネル９重合箇所に、環状突起６３を貫通孔６
１，６５，７１に連続するように一体に突設し、さらに、該環状突起６３を、上記フラン
ジ４５の貫通孔６５に嵌り込ませて先端を上記インパネフレーム３（スプリングナット６
９）の貫通孔７１外周縁に当接させている。
【００３０】
　したがって、エアバッグドア３１が開いてその開動作がエアバッグシュート３３のフラ
ンジ４５に伝わると、該フランジ４５が引っ張られて引張力がタッピングスクリュー８１
に作用するが、この引張力は環状突起６３を介してタッピングスクリュー８１に作用する
ので、環状突起６３がなくてタッピングスクリュー８１が直接に貫通孔６５に挿通されて
いる場合に比べてフランジ４５の貫通孔６５は大径であって、該貫通孔６５周縁に作用す
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る剪断力は小さく、フランジ４５の貫通孔６５からの破損を防止することができる。
【００３１】
　また、実施形態１では、環状突起６３の先端がインパネフレーム３（スプリングナット
６９）の貫通孔７１外周縁に当接しているので、タッピングスクリュー８１の締付力がフ
ランジ４５に過剰に作用するのを防止でき、フランジ４５のヘタリやタッピングスクリュ
ー８１の経時的な緩みをなくすことができる。
【００３２】
　さらにまた、実施形態１では、エアバッグシュート３３が靱性の高い熱可塑性エラスト
マー材からなるので、フランジ４５の貫通孔６５からの破損及びヘタリ防止効果や、タッ
ピングスクリュー８１の経時的な緩み防止効果を高めることができる。
【００３３】
　加えて、実施形態１では、締結箇所を含む中間表面パネル９の車両前後両端の取付端末
部１１を、前側表面パネル１３及び後側表面パネル１５で外部から見えないように覆って
いるので、外観見栄えの低下を防止することができる。
【００３４】
　（実施形態２）
　図６は実施形態２に係るエアバッグドア付インストルメントパネル１の図３相当図を示
す。この実施形態２では、中間表面パネル９の車両前後両側の取付端末部１１の締結構造
が実施形態１と異なるが、それ以外の構成は実施形態１と同じであるので、同一の構成箇
所は図１、図２及び図５を代用してその詳細な説明を省略することとし、以下、異なる点
のみを説明する。
【００３５】
　すなわち、中間表面パネル９の前側表面パネル１３及び後側表面パネル１５への接近箇
所（図５で右上コーナー寄りと左下コーナー寄り）に対応する車両前後両側の取付端末部
１１の重合箇所には、円形貫通孔６１が形成されているが、実施形態１と異なり、円形環
状突起６３はない。また、上記エアバッグシュート３３のフランジ４５の重合箇所には、
円形貫通孔６５が上記取付端末部１１の貫通孔６１よりも大径に形成されている。この点
は実施形態１と同じである。さらに、上記インパネフレーム３の重合箇所の裏面には、貫
通孔８３を有する円形ボス部８５が一体に突設され、円形環状突起８７がインパネフレー
ム３の重合箇所の表面に上記貫通孔８３に連続するように一体に突設されている。
【００３６】
　そして、中間表面パネル９の前側表面パネル１３及び後側表面パネル１５への接近箇所
（図５で右上コーナー寄りと左下コーナー寄り）に対応する車両前後両側の取付端末部１
１、エアバッグシュート３３のフランジ４５及びインパネフレーム３を重合させた状態で
、当該重合箇所に上記貫通孔６１，６５，８３が同軸状に連通し、かつ上記環状突起８７
が上フランジ４５の貫通孔６５に嵌り込んで先端が上記中間表面パネル９裏面の貫通孔６
１外周縁に当接しており、上記三者を上記各貫通孔６１，６５，８３に挿通したタッピン
グスクリュー８１により締結している。
【００３７】
　したがって、実施形態２では、実施形態１と同様の作用効果を奏することができる。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　この発明は、車両衝突時にエアバッグ装置の作動で開くエアバッグドアを有するインス
トルメントパネルについて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】図５のＩ－Ｉ線における断面図である。
【図２】図５のII－II線における断面図である。
【図３】図１のＡ部拡大図である。
【図４】スプリングナットの平面図である。
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【図５】実施形態１に係るインストルメントパネルのエアバッグドア形成箇所を示す平面
図である。
【図６】実施形態２の図３相当図である。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　　　　　　　　　インストルメントパネル
３　　　　　　　　　　　インパネフレーム
７　　　　　　　　　　　エアバッグシュート挿通開口部
９　　　　　　　　　　　中間表面パネル
１１　　　　　　　　　　取付端末部
１３　　　　　　　　　　前側表面パネル
１５　　　　　　　　　　後側表面パネル
２９　　　　　　　　　　破断予定部
３１　　　　　　　　　　エアバッグドア
３３　　　　　　　　　　エアバッグシュート
３５　　　　　　　　　　シューティング口
３７　　　　　　　　　　エアバッグ装置
３９　　　　　　　　　　枠体
４３　　　　　　　　　　ヒンジ
４１　　　　　　　　　　フラップ
４５　　　　　　　　　　フランジ
６１，６５，７１，８３　貫通孔
６３，８７　　　　　　　環状突起
８１　　　　　　　　　　タッピングスクリュー（締結具）

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】



(10) JP 5149708 B2 2013.2.20

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100115691
            弁理士　藤田　篤史
(74)代理人  100117581
            弁理士　二宮　克也
(74)代理人  100117710
            弁理士　原田　智雄
(74)代理人  100121728
            弁理士　井関　勝守
(74)代理人  100124671
            弁理士　関　啓
(74)代理人  100131060
            弁理士　杉浦　靖也
(72)発明者  近藤　弘信
            広島県安芸郡坂町北新地一丁目４番３１号　ダイキョーニシカワ株式会社内
(72)発明者  畠堀　芳行
            広島県安芸郡坂町北新地一丁目４番３１号　ダイキョーニシカワ株式会社内
(72)発明者  土井　和也
            広島県安芸郡坂町北新地一丁目４番３１号　ダイキョーニシカワ株式会社内

    審査官  関　裕治朗

(56)参考文献  特開２００８－８１００５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－７６５０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－９６２６７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｒ　　２１／２０５　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

